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入学おめでとうございます 

 

 

 

 

 

□ 入学式 

日 時 ： 令和８年（202６年）４月 8 日（水） 

   式 場 ： 吹田市立第二中学校 体育館（3 階） 

   受 付 ： 午前８時４０分から９時００分まで 

 中庭でクラスを確認後、体育館入り口前にて受付を行ってください。 

   開 始 ： 午前９時３０分  時間厳守 

        服装は、本校指定の制服（冬服） 詳細は、Ｐ．４ 参照 

□ 入学式当日の持ち物 

 ・ 吹田市教育委員会発行の入学通知書 

   （下足ホール受付にてご提示ください。忘れた場合はその旨、お伝えください。）   

・ 本校指定の上履き 

（袋に入れてお持ちください。保護者の方も上履きの用意をお願いします。） 

・ 筆記用具 

・ かばん又は袋 

□ その他 

・ 保護者の方は、時間に余裕を持ってご来校ください。 

・ 保護者の方は受付終了後、３階体育館へ移動してください。 

・ 生徒は受付の後、一旦自分のクラスに入ってから体育館に移動します。 
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             制服販売価格表 
 

制服（上） 

① ブレザー 
【男子】24,500  円 

【女子】23,750  円 

② 半袖ポロシャツ 4,050  円 

③ 長袖シャツ 3,850  円 

制服（下） 

④ スラックス 
【夏】13,450  円 

【冬】14,150  円 

⑤ スカート 
【夏】14,150  円 

【冬】14,900  円 

装飾品 
⑥ ネクタイ 2,350  円 

⑦ リボン 2,250  円 

   制服（上）の①,②,③はすべての用意をお願いします。 

制服（下）の④,⑤は少なくとも一方の用意をお願いします。 

装飾品の⑥,⑦は少なくとも一方の用意をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 夏服に関しましては５月中旬頃のお渡しになります。 
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制服の取扱販売協力店 

取扱販売店名 住  所 電話番号 

学生服専門店鈴ヤ 吹田市朝日町１８－１３ 6381-7092 

ワタナベ学生服店 吹田市出口町２７－３ 6386-1152 

 ・二中での一斉採寸は行いません。上記の販売店のいずれかでお願いします。 

 

 体操服・体育館シューズなど販売価格表 

ジャージ上 ４，９００円 体育館シューズ ２，６５０円 

ジャージ下 ４，６５０円 上  靴 １，６００円 

ハーフパンツ ３，３００円 
ゼッケン 学校で準備します 

半袖シャツ ２，８００円 

 ※値段は変動する可能性があります。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 体操服・体育館シューズなどの取扱販売協力店 

取扱販売店名 住  所 電話番号 

ワタナベ学生服店 吹田市出口町２７－３ 6386-1152 

学生服専門店鈴ヤ 吹田市朝日町１８－１３ 6381-7092 

 

 

 

 

本校は、昭和２２年４月１日に市内２番目の中学校として開校し、令和７年度は7９年目に当たり

ます。校区は、岸部北・岸部中・岸部南・芝田町・原町（一部）です。 

 

◆学級数および生徒数（令和７年（２０２５年）１１月１日現在） 

１ 年 １３６名 ４学級 

２ 年 １４２名 ４学級 

３ 年 １１９名 ３学級 

支援学級  ２４名 ３学級 

計 ３９６名 １４学級 

    ※支援学級の生徒数は内数 

 

◆教職員数  3８名（令和７年（２０２５年）１１月１日現在） 

     この他に、英語のアシスタントティチャー（ＡＥＴ）が配置され、英語の授業のサポート

をします。               
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昭和 22 (1947) 年 4 月 1 日
新学制に伴い、吹田市立天道高等小学校を廃校、その施設を以て義務制終業年限３ケ年の中学校
を新設し、校名を吹田市立第二中学校と称する。

昭和 22 (1947) 年 4 月 22 日 吹田市立第一小学校に、新設三中学校の合同開校式を挙行

昭和 22 (1947) 年 4 月 23 日 第一回入学式

昭和 23 (1948) 年 4 月 5 日 校舎狭隘につき、三島群味舌村吹田市立第三中学校に分校を設置し、岸部地区の生徒を収容

昭和 24 (1949) 年 7 月 12 日 分校を解消し、本校に吸収

昭和 24 (1949) 年 11 月 27 日
岸部小路１６６番地紫錦山陵一帯に新校舎第一期工事本館
及び教室三棟建築完了、落成祝賀会を挙行

昭和 25 (1950) 年 1 月 8 日 倉庫等一棟　２０坪完成

昭和 26 (1951) 年 9 月 15 日 飼育舎三棟　３５坪完成

昭和 27 (1952) 年 7 月 5 日
普通教室 １、商業実習・家庭科・理科・図工教室及び付属官
室、便所、渡廊下等平屋建　１９３坪一棟落成

昭和 28 (1953) 年 9 月
昼食用パン売場、PTA学校給食部益金を以て木造薄亜鉛板
葺一棟　５坪建設

昭和 38 (1953) 年 10 月 21 日 講堂代用として集会室を旧三中職員室建物移築竣工

昭和 30 (1955) 年 8 月 25 日 汲水ポンプ廃棄、吹田市上水道使用施設完成

昭和 30 (1955) 年 9 月 旧街道より正門に到る通学路 （幅 ６m　長さ 約６００m）完成

昭和 30 (1955) 年 10 月 1 日 普通教室一棟（２教室）増築竣工

昭和 34 (1959) 年 6 月 23 日 体育館落成式を挙行

昭和 36 (1961) 年 9 月 27 日 鉄筋 ９教室の校舎完成

昭和 38 (1963) 年 4 月 養護学級を設置し、干一小・岸部小の養護学級卒業生を収容

昭和 38 (1963) 年 5 月 技術科教室（１教室）増築

昭和 41 (1966) 年 7 月 19 日 プール竣工式

昭和 42 (1967) 年 9 月 25 日 プール付帯工事（脱衣室・便所）竣工

昭和 44 (1969) 年 4 月 同和教育特別加配教員配置

昭和 46 (1971) 年 7 月 「二中をよくする会」結成

昭和 47 (1972) 年 12 月 17 日 新校舎落成式を挙行　　　学校給食開始

昭和 54 (1979) 年 4 月 1 日 干一地区、片山中学校に分離

平成 3 (1991) 年 8 月 31 日 校舎大規模改修終了

平成 7 (1995) 年 4 月 小中連携の研究校として指定される（２年）

平成 7 (1995) 年 4 月 ふれあい教育推進事業の指定を受ける(５年)

平成 8 (1996) 年 11 月 16 日 創立５０周年記念式典挙行

平成 11 (1999) 年 8 月 校務員室改装完了

平成 11 (1999) 年 9 月 校長室職員室空調設備工事完成

平成 12 (2000) 年 4 月 幼小中連携研究校の指定を受ける

平成 12 (2000) 年 9 月 体育館フロアを改修　　生徒用２階トイレを改修

平成 14 (2002) 年 11 月 正面玄関を改装

平成 14 (2002) 年 12 月 グランド北側防球フェンス完成

平成 15 (2003) 年 8 月 給食調理室改修

平成 16 (2004) 年 2 月 正門を改修

平成 16 (2004) 年 6 月 プールの改修

平成 16 (2004) 年 8 月 給食調理室改修(天井部分）　　

平成 16 (2004) 年 8 月 放送設備の改新

平成 16 (2004) 年 8 月 特別教室棟４Ｆ空調機器の改新

平成 16 (2004) 年 8 月 教室棟１・３・４階女子トイレに車いす用トイレ設置

平成 16 (2004) 年 8 月 教室棟窓枠に落下防止策の設置

(2004) １階食堂前廊下天井のペンキ塗り替え

平成 18 (2006) 年 8 月 教室棟１階からプールへのバリアフリー工事

平成 18 (2006) 年 8 月 基礎教室前トイレ改修（車いす用）

平成 19 (2007) 年 7 月 普通教室天井扇・換気扇設置工事

平成 19 (2007) 年 8 月 特別棟屋上防水工事

平成 19 (2007) 年 8 月 基礎教室手洗い設置工事

平成 20 (2008) 年 7 月 消火管改修工事

平成 21 (2009) 年 8 月 体育館耐震工事

平成 23 (2011) 年 6 月 プール内壁工事

平成 23 (2011) 年 8 月 体育館トイレの改修

平成 24 (2012) 年 7 月 教室棟耐震工事

平成 25 (2013) 年 7 月 特別教室棟耐震工事　普通教室エアコン設置

平成 26 (2014) 年 7 月 特別教室棟耐震工事

平成 27 (2015) 年 7 月 管理棟耐震工事

平成 29 (2016) 年 2 月 正門改修工事

平成 29 (2016) 年 9 月 体育館改修工事

令和 2 (2020) 年 7 月 教室棟トイレの改修

令和 5 (2023) 年 6 月 校舎大規模改造１期工事

　　吹田市立第二中学校の沿革
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  ◆校 歌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１］教育目標 

１．すべての教育活動に人権尊重の精神を貫き、個性を伸ばし、豊かな人間性を育てる。 

２．家庭・地域と連携を図り、社会性を培い、「生きる力」を育てる。 

 

〔２〕指導目標 

１．基礎学力の充実を図るとともに、「生きる力」を育てる。 

２．人権感覚を磨き、違いを違いとして認め、お互いを尊重する心を養うとともに、差別を許さ

ない生き方を習得させる。 

３，生徒の自治能力の育成を図る一方、地域連携を深め、生徒の「生きる力」を培う機会の確保

に努める。 

 

〔3〕教育目標の実現をめざして 

○ 本校のめざす子ども像 

① 豊かな人間性や社会性のある生徒  

② 基礎学力を身につけ、たくましく「生きる力」を持つ生徒  

③ 自己実現のため、努力を惜しまない生徒 

   

○ 令和７年度 学校スローガン 

『学び合う、支え合う、思いやりのある集団』～自立：自分で未来を切り拓く力をつける～ 

① 確かな学力の定着 

    ② 充実した学校生活の確立 

    ③ 思いやりのある生徒の育成 

④ 学校を取り巻く環境との融合・連携 
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〔４〕本校における教育活動の全体像 

 

   学 力 向 上     人 権 教 育     生 徒 支 援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◎ 地域・保護者との連携       ◎ 小中連携による一貫教育の充実 

   ・ＰＴＡの教育活動への支援      ・児童・生徒及び教職員相互の交流 

・教師と保護者の積極的な交流     ・二中体験デー 

   ・地域教育協議会との相互支援     （中学校教員による授業） 

   

 

Ⅰ．学力の向上をめざした分かる授業・楽しい授業の展開 

  基礎的・基本的な学習内容の確実な定着と自ら考え自ら学ぶ「確かな学力」の育成をめざし、

個に応じたわかりやすい授業を展開しています。 

 

◇特徴１◇ 少人数分割授業          

英語と数学で、習熟度なども考慮した少人数 

分割授業を行うなど、すべての教科においてわ 

かりやすい授業を工夫し、一人ひとりを大切に 

したきめ細かな指導を行います。 

 

 ◇特徴２◇ 自主学習の取組 

・家庭学習の手引きを作成しています。生徒の自学自習力の育成に努めるとともに、学習習慣

が身につくよう指導しています。 

・テスト１週間前に学習会を実施し、個に応じた学力の向上を図っていきます。 

 

・授業規律の確立 

・少人数指導の推進 

・学力保障体制の充実 

・校内授業研修 

【主体的に学習に取り

組む態度の育成】 

・朝の読書、学習活動 

・家庭学習 

・すべての生徒にと 

って楽しい学校 

・差別を見ぬく力の 

育成 

・小中一貫した取組 

・人権標語の取組 

・キャリア教育によ 

る進路保障 

・平和学習 

・生活の基盤づくり 

・学習の基盤づくり 

・自主・自律・責任 

の徹底 

（学びあう学級集団） 

・生徒会指導の充実 

（全校集団づくり） 
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◇ 特徴３◇ 各教科を結びつける二中の柱『キャリア教育』 

学校教育目標の「生きる力」を育むため『キャリア教育』を各学習の柱にすえて、 

系統だった教育活動を行います。自分を見つめ、他者とつながり、学ぶ意欲を高め、 

どのように自己実現していくのか、「生き方」を学ぶための学習を展開していきます。 

 

 

総合的な学習の時間・ 

道徳・特別活動・各教科の系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇特徴４◇ 朝の読書、学習活動 

    毎朝１０分間（8:3５～8:4５）読書活動、学習 

活動を実施しています。落ち着いた雰囲気の中で、 

一日が始まります。読書を通して読解力を、学習 

活動を通して基礎学力を培っていきます。 

 

 

キ
ャ
リ
ア
教
育 

道徳 

 人間関係づくり 

 自尊感情の育成 

 自分探しと他者理解 

 人権･平和学習 

総合的な学習の時間 

 自分探し 

 人権学習 

 修学旅行 

 校外学習 

 地域学習 

 体験学習 

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ学習 

特別活動 

 『自主・自律・責任』 

 生徒会活動 

 学年・学級活動 

 二中生としての誇り 

 集団づくり 

各教科 

 確かな基礎学力 

 自ら学ぶ力 

 家庭学習 

 授業改革・改善 
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Ⅱ．個々の教育的ニーズに応じた教育の充実 

１．個々の生徒を伸ばす特別支援教育の充実 

  支援学級を設置し、一人ひとりの障がいの状況等を的確に把握し、きめ細かな指導の充実を

図るとともに、すべての生徒とともに学ぶ機会の拡充を積極的に進め、その相互理解に努めて

います。 

 ・ 保護者との連絡を密に取り合い、家庭との連携を図っています。 

 ・ 特別支援教育を人権教育の一環として、すべての教育活動に位置づけています。 

 ・ 基礎学力の定着を工夫し、支援教室の充実を図り、より広い進路を開くべく教育活動を展

開しています。 

２．総合的な支援体制 

  生徒一人ひとりの特別な教育的ニーズに応じて、適切な指導及び必要な支援が効果的に行え

るよう、特別支援教育コーディネーターを配置し、総合的な支援体制の整備・充実に努めてい

ます。 

   

Ⅲ．心を育てる教育の展開 

１．道徳教育の充実 

  生命の尊重などの人間としての基本的な倫理観や物事の善悪の判断などの規範意識を育成

するため、すべての教育活動を通じて道徳教育の充実を図っています。 

２．人権教育の充実 

  人権標語や人権文化祭、平和学習などの取り組みを通して、人権及び人権問題を理解する教

育の充実を図るなど、3 年間を通した系統性のある人権教育を推進し、すべての教育活動にお

いて人権尊重の精神を貫き、生徒の差別を見抜く力、差別の解消にむけて行動する力の育成に

努めています。 

３．教育相談活動の充実 

  職員室前のフレンドパークや相談室で、生徒の悩みなどに親身になって相談にのってくれる

先生がたくさんいます。また、毎週月曜日にはスクールカウンセラーが来校し、生徒だけでは

なく保護者の相談にも応じています。 

 

 

Ⅳ．その他、特色ある取組 

１．こ幼小中連携の取組 

  本中学校区では１１年間を一体のものと捉え、こども園、幼稚園、小学校、中学校すべての

教職員が共通理解のもと、一貫性・継続性のある指導の充実に努めています。 
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 ① 二中体験デー（授業・部活動体験）※ 

小学生が 1 日を中学校で過ごして、 

・中学校教員による授業体験    ・中学校生徒会との交流 

・岸一小、岸二小の児童交流    ・中学生との部活動体験 など 

を行うことにより、中学校生活へのスムーズな接続に努めています。 

  

② 第二中学校ブロック合同研修 

    こ幼小中の教職員の共通理解を深め、確かな 

学力を身につけた心豊かな生徒の育成や人権 

教育・いじめ・不登校問題への対応といった 

課題の解決をめざしています。 

 

 

③ 中・高連携の取り組み 

    進路学習の一環として、高等学校の先生方に本校で出張授業をしていただき、生徒一人

ひとりの進路選択の意識を高めています。 

 

２．活発な生徒会活動 

小学校時代の児童会活動に代わり、中学校では生徒会活動が始まります。本校では、 

「自主・自律・責任」をスローガンにし、あいさつ運動や地域活動など、生徒の自主性・ 

自律性の確立に大きく役立っています。 

 

３．地域に根ざした学校 

  地域の方々の協力により実施されている福祉学習をはじめ、中学校区の地域教育協議会をは

じめとした各種団体が実施する事業への中学生の参画など、学校と家庭・地域が手を携えなが

らの子育てが展開されています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 〔１〕学校の規則について 

二中生としての心構えは、入学後いろいろな先生から、より詳しく説明があります。 

学校は、社会に出たときに困らないように準備をするところです。集団生活・社会生活には

当然ルールがあります。生徒すべてが楽しい学校生活を送るためには、決められたルールを守

ることが必要です。一方で、本校生徒会のモットーは「自主・自律・責任」です。本校では、

生徒自らが主体的に考え、自らを律し、責任ある行動をする力を身につける教育を目指してお

ります。その点についてもご理解・ご協力をお願いいたします。 
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〔２〕服装について(R７生徒証より) 

 

 

学校指定の制服を着用する。 

 

  ○学校生活や登下校時の服装は学校指定のものを気候に応じて着用する。（クラブの顧問等

の許可があれば、その限りではない。また、衣替えの期間は設けていない。） 

 

： 冬服・・・・・・上はブレザー及び学校指定の白のシャツ、下は学校指定のズボン及びスカ

ートを着用する。シャツはズボン、スカートの中に入れる。 

 

： 夏服・・・・・・上は学校指定の白のポロシャツ、下は学校指定のズボン、スカートを着用

する。 

 

： 防寒着(具)・・・ブレザーの下に色は白・黒・紺・ベージュ・グレーのいずれかで、無地の

セーター、ベスト（丸首・V 首）、カーディガンに限り着用してよい。登

下校時はマフラー、手袋や、防寒着（コート類）を着用してもよい。ただ

し、校舎内では身につけない。防寒を目的としたストッキング・タイツの

着用は無地の黒・茶系統のもののみ着用可である。座布団・ひざかけは授

業中、教室内で目的に沿ってのみ使用可とする。 

 

： ネクタイ、リボン・・始業式、終業式、入学式、卒業式、修了式などの正装時には、必ず装着す

る。なお、その他で装着する必要がある時はそのつど担任より連絡する。 

 

： 頭髪など・・・・そり込み、パーマ、染色・脱色・整髪料・エクステンションなどは禁止す

る。また、ネックレス、ピアスなどのアクセサリー、色つきリップクリー

ム、マニキュアなど化粧も禁止する。また、髪留めは危険な形のもの、シ

ュシュやリボンといったものを避ける。 

 

： かばん・・・・・指定はないが、機能的であり、派手でないものとする。 

 

： 靴・・・・・・・上靴・体育館シューズは、指定のものとする。下靴は、指定はないが、運

動できる靴とする。 

 

： 靴下・・・・・・指定はないが、正装時は、無地の白、黒などとする。 

 

： 帽子・・・・・・登下校時に限り、着用可とする。 

 

： その他・・・・・ズボン、スカートを短くするなど制服を変形させない（スカートの S マー

クは、必ず見えるようにすることなど）。 
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〔３〕欠席・遅刻・早退・体育見学について 

 （１）始業時間は午前８時３０分です。これより遅い登校は遅刻となります。 

＊予鈴が午前８時２５分に鳴りますので、この時間までに登校できるよう習慣づけまし

ょう。 

＊遅刻した場合は、職員室で登校確認書をもらう必要があります。 

（２）体育を見学する場合には、見学届を提出してください。 

（３）欠席や遅刻の連絡は、必ず保護者の方が午前８時～８時２０分の間に行ってください。  

連絡はさくら連絡網か電話でお願いします。（学校の電話番号 6388-2031） 

 

〔４〕昼食について 

（１）昼食は、自分の教室で食べてください。 

（２）購買でパン等の販売も行っています。必要に応じてご利用ください。 

（３）平成 23 年（2011 年）10 月から、中学校給食が導入されています。ご希望の方は、

手続きが必要です。（書類は小学校で配布） 

（４）校外での飲食や弁当等の購入は禁止です。 

※R4 年度をもって食堂の運営は終了しました。 

 

〔５〕台風接近時・地震発生時の対応について 

台風や地震などの非常災害が発生した場合は、以下の通り対応していただきますようお願い

します。また、報道機関などから情報の把握に努めていただきますとともに、生徒の安全確保

にご配慮をお願いします。 

 

 

 ◆台風接近時の対応 

 

１ 午前７時現在、北大阪地域に暴風警報または大雨特別警報が発令されている場合は、登

校を見合わせてください。 

２ 午前９時までに北大阪地域に暴風警報または大雨特別警報が解除された場合は、すみや

かに登校させてください。 

３ 午前９時時点で北大阪地域に暴風警報または大雨特別警報が解除されていない時は、臨

時休業日とします。 

４ 登校後に北大阪地域に暴風警報または大雨特別警報が発令された場合は、下校の措置を

とります。 

 

☆北大阪地域に暴風警報または大雨特別警報以外の洪水・雷等の警報発令の場合は、平常ど

おりの授業を行いますが、雨や雷がひどい時は登校を見合わせ、雨や雷がある程度おさま

ってから登校させてください。 

 

中学校給食の対応 

１ 午前７時の時点で、吹田市や吹田市を含む北大阪に暴風警報または大雨特別警報が発令

されている場合、給食は中止になります。なお、午前９時までに吹田市や吹田市を含む

北大阪の暴風警報または大雨特別警報が解除され、登校となった場合でも給食は中止と

なります。また、登校後、暴風警報または大雨特別警報が発令され、昼食を食べずに下

校となった場合についても、調理された給食はキャンセルとさせていただきます。 

２ 給食が、中止になった場合の給食費は、翌月に残金を増やす方法で、（市）教育委員会

保健給食室により処理をされます。 
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 ◆地震発生時の対応 
   

  １ 登校前に、吹田市地域に震度５弱以上の大規模地震（余震）が発生した場合は、学校は

臨時休業日とします。 
 

  ２ 登校後に、吹田市地域に震度５弱以上の大規模地震（余震）が発生した場合は、状況に

より《学校待機》または《保護者引き取り下校》の措置をとります。 

 

 

 

〔６〕その他 

（１）自転車による通学は禁止しています。 

    特別の事情があるときは、担任にご相談ください。 

（２）持ち物には、必ず名前を書いてください。 

   ※上靴は名札代わりとしても活用しています。下図のように記名し、余計な事は書かな

いようにしてください。落書き等があれば買い直してもらうことがあります。 

（３）貴重品（不要な金銭、時計など）や学校生活に必要のないもの（携帯電話、スマホ、ア

クセサリー類、マンガ、トランプなど）は、持参させないでください。 

体育時等には、財布等は担任・教科担当に預けてください。 

※防災・防犯上の理由から携帯電話の所持を希望する場合は、学校へその旨を申請し、 

必要書類の提出をお願いします。 

（４）昼食時を含め、原則として登校後の外出は 

できません。 

（５）上靴を忘れた場合は、職員室で貸し出しを 

行っています。 

（６）生徒手帳は常に携帯してください。 

（７）自分の教室や授業で使用する教室以外は 

無断で入らないでください。 

（８）職員室への入室は禁止します。 

（用事のある人は、声をかけてください。） 
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１．学級担任と教科担任 

  学級活動や学校生活全般にわたっては、学級担任が中心になって進めますが、教科の学習や

授業は教科担任が指導します。毎時間教員が替わります。 

２．教科について 

  国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、英語、道徳の 10 教科と、

特別活動（学級活動・学校行事）、総合的な学習の時間の授業が実施されます。 

３．学習について 

  各教科の学習の進め方などは、入学後にそれぞれの教科担任から指導します。また、授業で

使用する参考書や問題集等は、学校で一括して購入します。 

４．特別活動について 

  学級活動・学校行事の他に、生徒会活動や部活動が実施されます。積極的に参加してくださ

い。 

５．教科と時間配当（１年生）    

教    科 週時間 年間時数 教    科 週時間 年間時数 

国    語   ４ １４０ 技術・家庭   ２  ７０ 

社    会   ３ １０５ 英    語   ４ １４０ 

数    学   ４ １４０ 道    徳   １  ３５ 

理    科   ３ １０５ 特別活動   １  ３５ 

音    楽 １．３  ４５ 総合的な学習 １．４  ５０ 

美    術 １．３  ４５        

保健体育   3 １０５ 合   計 2９ １０１５ 

※ 令和３年（２０２１年）度より、新学習指導要領が完全実施されました。 
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【1 年生時間割例】 

 

 月 火 水 木 金 

１ 技家 理科 数学 道徳 美術 

２ 国語 数学 理科 社会 国語 

３ 音楽 英語 国語 理科 英語 

４ 社会 保体 英語 英語 保体 

５ 数学 国語 社会 保体 数学 

６ 補填 特活 総合 技家 総合 

 

 

 

 

 

 

 

６．日課表  ◇ 月曜日～金曜日（５０分授業） 

  

 

 

 

 

 

 

予 鈴 ８：２５ 

ＳＨＲ ８：３０ ～  ８：３５ 

朝読書 ８：３５ ～  ８：４５ 

１限目 ８：５５ ～  ９：４５ 

2 限目 ９：５５ ～ １０：４５ 

3 限目 １０：５５ ～ １１：４５ 

4 限目 １１：５５ ～ １２：４５ 

昼休み １２：４５ ～ １３：３０ 

予 鈴 １３：２５ 

5 限目 １３：３０ ～ １４：２０ 

6 限目 １４：３０ ～ １５：２０ 

清 掃 １５：２０ ～ １５：３５ 

終 礼 １５：３５ ～ 

下 校 １６：３０ 

 

・１週間の授業時数は、３０時間です。（補填含む） 
 

・時間割は、年に 3 回変更されます。 
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７．年間行事予定 参考：令和７（２０２５）年度 

 

 学校行事 生徒会行事 保健関係 地域連携・対外行事 

４ 

入学式・始業式 

離任式 

学級懇談会(R5 は中止) 

全国学力学習状況調査（3 年） 

創立記念日 

評価説明会(R5 は動画配信) 

進路・修学旅行説明会 

対面式 

生徒会オリエンテ

ーション 

クラブ紹介 

身体測定 

尿検査 

心臓検診 

内科検診 

脊柱側わん検診 

 

 

,５ 

オープンスクール 

放課後学習会、中間テスト 

一斉委員会 

生徒総会 

結核検診 

眼科検診 

耳鼻科検診 

心臓検診（二次） 

ＰＴＡ総会 

地域教育協議会総会 

岸二運動会 

６ 

修学旅行（３年） 

放課後学習会、期末テスト 

避難訓練 

一斉委員会 

 

歯科検診 

尿検査（二次） 

野外コンサート 

７ 

三者面談（全学年） 

平和学習 

終業式 

一斉委員会 水質検査 

色覚検査 

ホルムアルデヒド検査 

子ども納涼大会 

８ 
始業式 

実力テスト（全学年） 

一斉委員会 

 

 中学校音楽祭 

サマーフェスタ 

９ 

人権文化祭 

放課後学習会、中間テスト 

チャレンジテスト（３年） 

   

10 

体育祭 

国際理解教育（1 年） 

一斉委員会 

生徒会選挙 

 岸一運動会 

市民体育大会 

 

11 

実力テスト（３年） 

放課後学習会、期末テスト 

キャリア学習（２年） 

校外学習（1 年） 

職場体験学習（2 年） 

一斉委員会 

生徒総会 

教室内照度測定 

歯科指導（1 年） 

薬物指導（2 年） 

 

公民館文化祭 

ひと・つながり・きしべプラザ 

きしべぴかぴかチャレンジ 

12 

オープンスクール 

避難訓練 

三者面談（全学年） 

芸術鑑賞（全学年） 

終業式 

一斉委員会  子どもたちの人権芸術展 

地域教育協議会全体会 

 

１ 

始業式 

チャレンジテスト（１・２年） 

実力テスト（３年） 

二中体験デー 

放課後学習会、学年末テスト（３年） 

一斉委員会 教室内空気調査 三世代グランドゴルフ大会 

吹田市ＰＴＡ大会 

中学生の主張大会 

地域防災訓練 

私立出願 

２ 

新入生説明会 

放課後学習会、学年末テスト（１・２年） 

三者面談（３年） 

一斉委員会  公立特別選抜入試 

私立入試 

地域教育協議会全体会 

３ 

卒業式 

合唱コンクール 

修了式 

一斉委員会  子ども野外カーニバル 

公立一般選抜入試 
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８．部活動について 

  本校では、部活動が活発に行われています。運動部でも文化部でも、部活動に参加すること 

でいろいろな体験ができ、また同じ目標に向かって努力する多くの友人ともめぐりあえる機会 

になります。ぜひ、いずれかの部活動に参加してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和７年（202５年）１１月１日現在、以下の部活動が行われています。 

  部活動は、新年度顧問がいない場合、現部員は引退まで活動し、１年生は募集停止となりま

す。 

 

 

（その他の拠点校） 

    ・女子サッカー部 高野台中学校 ・陸上競技部 第三中学校 

    ・剣道部 第一中学校  ・ダンス部 第五中学校 ・水泳部 青山台中学校 

文化クラブ 演劇部、吹奏楽部、美術部 

体育クラブ 

サッカー部、ソフトテニス部（※）、バスケットボール部 柔道部（※） 

バドミントン部、バレーボール部（女子）、野球部、卓球部（※） 

※印は外部委託をしています 



  20 

 

クラブ活動個人負担について（令和７年（202５年）１１月１日現在） 

クラブ名 活動日 活動場所 
およその金額 

（単位：円） 
摘 要 

野球部 週 4～6 日 グラウンド 10，000  

20，000  

試合用ユニフォーム 

グローブ・練習着・スパイク 

サッカー部 週 5～6 日 グラウンド 年額 3．000  

6，000  

 2，800  

 2，400  

 1，500  

部費 

シューズ 

公式戦用ストッキング２足 

プラクティスシャツ 

レガース 

男子ソフト 

テニス部 

週 5～6 日 テニスコート 10，000  

10，000  

ラケット・シューズ 

ユニフォーム 

女子ソフト 

テニス部 

週 5～6 日 テニスコート 10，000  

10，000  

ラケット・シューズ 

ユニフォーム 

バレーボール部 週 5～6 日 体育館 

（３階） 

10，000  

2，７０0  

2，００0  

シューズ・サポーター 

ゲームパンツ 

クラブ T シャツ 

バドミントン部 週 5～6 日 体育館 

（３階） 

年額 3，５00  

10，000  

5，000  

   ６，000  

部費（主にシャトル代） 

ラケット 

シューズ 

ユニフォーム 

卓球部 週４～５日 体育館 

（1 階） 

 3，000  

10，000  

700  

ユニフォーム 

ラケット 

協会登録費 

男子バスケット 

ボール部 

週 4～6 日 体育館 

（３階） 

 

年額 2，000  

10，000  

 ８，400  

  2，600  

部費 

シューズ 

ユニフォーム（濃・淡） 

プラクティスパンツ 

女子バスケット 

ボール部 

週 5～6 日 体育館 

（３階） 

 

 

年額 2，000 

10，000  

 ８，400  

  2，600  

部費 

シューズ 

ユニフォーム（濃・淡） 

プラクティスパンツ 

吹奏楽部 週 5～6 日 音楽室 年額 2，000 

２，700  

部費 

Ｔシャツ 

美術部 週 4 日 第２美術室 なし  

演劇部 週 3 日 視聴覚室 なし  
 

※ 金額は、およその数字です。変更等も考えられますので、ご了承ください。 

※ クラブによっては、試合等の交通費が別途必要になります。 

※ 各クラブ、学期中は週当たり 2 日以上の休養日を設ける。 

（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日は少なくとも 1 日以上を休養日とする。 

週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 



  21 

 

 

 

１．一般的なお願い 

（１） 本校では、保護者の皆様に学校教育をご理解いただくために様々な行事を実施していま

す。授業参観、懇談、体育祭、講演会、人権文化祭など土曜休業日や日曜・祝祭日などに

行事を計画することがあります。学校教育に関心を持つことが子どもたちの健全な成長に

役立つことは言うまでもありません。是非、学校での子どもたちの様子をご参観ください。

（月間の予定などは学校だよりや学年だよりなどでお知らせします。） 

（２） 子どもたちの成長や日々の変化には目を見張るものがあります。学習はもちろんのこと、

生活面におきましても、ご家庭でのご指導をよろしくお願いします。子どもたちの様子に

変化が見られるときや心配なこと等、担任との連絡を密にしていただき、学校と家庭が連

携を深めることにより、子どもたちの成長を見守っていきたいと考えています。 

（３） 速やかな緊急連絡を行うため、さくら連絡網への登録を推奨しております。入学後、案

内を配布します。さくら連絡網は欠席連絡にもご活用いただけます。是非ご登録願います。 

また、本校 HP 上のブログ（http://www2.suita.ed.jp/school/jhs/02-daini/）や、学校だよ

りなどで情報を確認できますので、ご覧ください。 

 

・行事や懇談などでご来校の際は、上履き(スリッパ等)と保護者用名札をご持参ください。名札は

首からさげてご着用ください。名札は入学後、ＰＴＡ役員からお渡しします。 

・通用門は、生徒が登校した後は施錠していますので、正門におまわりいただきますようお願い

します。 

・校内での携帯電話は、緊急の場合以外は、使用をご遠慮ください。 

・自家用車でのご来校はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.suita.ed.jp/school/jhs/02-daini/
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２．事務的なこと  

≪保護者に負担いただく費用について≫ 

学校教育において保護者に負担いただく費用として、「学校徴収金」があります。 

学校徴収金は、教材や校外学習の費用で、校長が購入する教材等や納入金額を決定し、口座振替（自

動払込）により、吹田市教育委員会に納入していただきます。（学校に現金を持参しても納入できません。） 
 

➢ 学校徴収金の納期 

期別 口座振替日（納入期限） 再振替日 

第１期 ５月 25日 ６月 15日 

第２期 ６月 25日 ７月 15日 

第３期 ９月 25日 10月 15日 

第４期 11月 25日 12月 15日 

第５期 １月 31日 ２月 20日 

※ 金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。 
 

➢ 学校徴収金の納入金額 

１年間に必要な金額を第１期から第４期までの４回に分けて納入していただきます。１年間の納入金

額の目安は次のとおりです。（詳細は４月下旬にお知らせします。） 

①  教材費 １年生    約５８，０００円（修学旅行積立金を含みます。） 

２年生    約４８，０００円（同上） 

３年生    約１５，５００円 

②  日本スポーツ振興センター掛金  ４６０円 

③  生徒会費  １，６００円 

④   PTA会費  １家庭につき ２，４００円 

※口座振替手数料は、保護者負担です。（手数料の額は、取扱金融機関により異なります。） 

※残高不足で口座振替ができなかった場合は、再振替をします。再振替もできなかった場合は、払込

取扱票を送付しますので、ゆうちょ銀行（郵便局）でお支払いください。（所定の手数料（５万円未満

の窓口払いの場合 203円）が必要です。） 
 

➢ 取扱金融機関（口座振替を利用できる金融機関）及び口座振替手数料 

銀行名 

手数料 

池田泉州 

銀行 

北おおさか 

信用金庫 

三井住友 

銀行 

ゆうちょ銀行

(郵便局) 
りそな銀行 

口座振替手数料 11円 55円 11円 10円 11円 

➢ 口座振替の申込手続 

※吹田市立小学校から進学された方で、小学校で「学校徴収金」の口座振替を申し込まれている場

合は、引き続きその口座から振替を行いますので、お手続は不要です。 

（１）取扱金融機関のいずれかで口座を開設してください。 

（取扱金融機関で口座をお持ちの場合は、その口座をご利用いただくことができます。保護者名

義の口座でなくても構いません。） 

（２）① Webでの申込み方法（池田泉州銀行はWeb申込みできません） 

吹田市ホームページの申込手続のページ（トップページ > 子育て・教育 

> 学校 > 保護者負担（学校徴収金、小学校給食費）のお支払 > 口座

振替の申込手続（新規の方、変更の方））を開き、ページ下部のリンクから

「Web 口座振替受付サービス」をご利用ください。（右の二次元コードから

もアクセスできます。） 



  23 

 

② 書面での申込み方法 

所定の「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ、通帳と印鑑を持って取扱金融機

関の窓口に行ってください。口座振替依頼書の用紙は、学校からお渡しします。（金融機関の

窓口にはありません。） 

 

➢ 口座振替申込みの注意点 

・ 口座開設についての不明な点は、各金融機関にお問い合わせください。 

・ 兄弟姉妹の口座振替申込みを既に済ませている場合であっても、改めて口座振替の申込みが必

要です。兄弟姉妹と同じ口座を利用することは可能です。 

 

➢ その他 

・ 口座振替は、一度申込みをされると、中学校卒業まで有効です。口座の変更を希望する場合は、

上記「口座振替の申込手続」を参照のうえ、変更後の口座につき改めてWeb申込みを行うか、変

更後の口座のある金融機関に口座振替依頼書を提出してください。なお、変更申込の時期によっ

ては、直後の口座振替が変更前の口座から行われることがありますので、ご留意ください。 

転出、卒業などの時に残金がある場合は一括して登録口座に返金します。口座の解約を検討され

る際は、返金が完了するまで手続をお待ちください。 
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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について 

 

 「災害共済給付制度」は、学校の管理下で、生徒の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）が発生したと

きに、災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付）を行う、国・学校の設置者・保護者の

三者の負担による互助共済制度です。この制度への加入により、学校の管理下で生徒に災害が発生した場

合に災害共済給付（医療費、障害見舞金、死亡見舞金）が受けられます。 

 

１ 給付の種類と内容 ［災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第 3 条によります。］ 

災害

の 

種類 

災害の範囲 給付金額 

負傷 
その原因である事由が学校の管理下で生じたもの

で、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの 

医療費 

●医療保険並の療養に要する費用の額の 4/10（そ

のうち 1/10 は、療養に伴って要する費用として加

算される分）。 

ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負

担額（所得区分により限度額が異なる。）に療養に

要する費用の額の 1/10 を加算した額 

●入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、

その額を加算した額 

疾病 

その原因である事由が学校の管理下で生じたもの

で、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの

のうち、文部科学省令で定めているもの 

・学校給食等による中毒  ・ガス等による中

毒  ・熱中症 ・溺水 

・異物の嚥下又は迷入による疾患   

・漆等による皮膚炎 ・外部衝撃等による疾病 

・負傷による疾病 

障害 
学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に残った

障害 

障害見舞金 4,000 万円～88 万円 （通学中の災

害は半額） 

死亡 

学校の管理下において発生した事件に起因する死

亡及び疾病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 3,000 万円 （通学中の災害は 

1,500 万円） 

突然死 
運動などの行為に起因する突然死 死亡見舞金 3,000 万円  （通学中の災害は半額） 

運動などの行為と関連のない突然死 死亡見舞金 1,500 万円 （通学中の災害も同額） 

 

２ 給付基準 

① 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長 10 年間行われます。 

② 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から 2 年間行わないときは、時効によっ 

  て消滅します。 

③ 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付（例えば、地方公共団体の条例等によ 

  る乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度）等を受けたときは、その価額の限度に 

  おいて、給付を行いません。 

④ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校に係る災害については、医療費の給

付は行いません。 
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３ 年間の掛金 

◎ 掛金は年額９２０円ですが、４６０円を吹田市教育委員会が負担し、保護者負担は年額４６０円です。 

（諸費に含まれています） 

 

※ 就学援助を受けている場合は、年度末に４６０円が返還されます。 

   

４ 請求の手続き 

➀ 学校から災害保険書類を受け取る。 

② 受診した医療機関に必要書類を提出し、必要事項を記入してもらう。 

 （保護者記入の書類もあります。） 

③ 記入後の書類を、学校に提出する。 

 （学校から教育委員会を経由して、独立行政法人日本スポーツ振興センターに請求します。） 

④ 審査の結果、給付金が保護者の指定した口座に支給される。 

 

※審査の結果、支給対象外になる場合もあります。 

 

 

 

（例１）医療等の状況                （例２）口座振込依頼書 
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① 学力アップには生活習慣の確立から 

  学問に王道無しといわれるように、学習は毎日の積み重ねです。そのためには 

基本的な生活習慣を確立しなければなりません。生活のリズムができればおのず 

から学習の習慣がつきやすくなります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

②  学校での学習 

  授業の時間は家庭学習の時間の数倍で、また内容も密度の濃いものとなります。 

授業をしっかり受けることで、着実に「学力」を身に付けることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．３度の食事をきちんととりましょう。 

（特に朝食は大事です。栄養も考えながら取るように心掛けましょう。）  

２．早寝早起きをしましょう。 

（頭はすぐには動きません。登校の 1 時間前には起きましょう。） 

３．時間割は前日にあわせましょう。 

 

４．忘れ物をした時はあらかじめ先生の指示を受けましょう。 

５．チャイムが鳴るまでに教室に入り、授業を受ける準備をしましょう。 

６．先生の指示（ノートを取る・作業をする）をよく聞きましょう。 

７．授業中は脳を働かせる時間です。（寝るのも他の生徒の邪魔になります。） 

      『授業が勝負だ！』 

学力をつけるためのポイント 
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③  家庭での学習 

家庭学習は毎日必要です。教科や単元によっては反復に多くの時間を割かなければ 
 なりません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの学習面での最大の課題は「家庭学習」をしないことです。その半面「テレ 

ビ」「ゲーム」「スマホ」などの視聴時間は著しく長くなっています。クラブ活動などと学 

業を両立させるためには、メリハリをつけて時間を有効に使うことが必要です。ただ机に 

向かうだけでなく、有意義な経験を積み重ねることも「学力」を高めることにつながるのです。 

  人間の記憶はある時間を経過するとそれ以上は忘れなくなるのですが、忘れる割合を減ら 

すには、反復（復習）することが非常に重要です。また、それがなければ次の時間の授業が 

理解できなくなり、「面白くない」と思うようになっていきます。 

早寝早起きや家庭学習は皆様のご協力なしでは子どもたちの身につきません。学校も子ど 

もの学力を保障することが子どもの権利を保障することだと強く考え、学力向上やそのため 

の授業改革にさらに取り組んでいきたいと思います。 

そのためにはご家庭の協力が必要であり、学校もみなさんと連携して子どもたちを育てて 

いきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

                          

 

 

 

 

 

 

８．宿題は必ずしましょう。 

９．計画をたてて学習しましょう。   

10．ながら勉強はやめましょう。（集中第一） 

11．長所を伸ばし、弱点を補いましょう。  

  『先生に、わからないことだけでなく、 

勉強方法なども聞いてみよう！』 

テレビ・ゲーム・スマホなどについて 
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保護者の皆様へ 

近年、SNS やスマホ、PC ゲームなどによる人間 

関係のトラブル、スマホ依存による学習や睡眠時間 

の減少など、問題が後を絶ちません。携帯やスマホ 

を与える場合は、お子様と必ず利用ルールを決める 

ようにお願いします。 

 

 

【例】 我が家の携帯電話の 掟
おきて

 
 

１ 夜１０時以降は携帯電話をさわりません。 

２ 勉強中、食事中は電話もメールもしません。 

３ 携帯電話の保管、充電場所は居間にします。 

４ 家にいる時は、家の電話を使います。 

 

掟
おきて

を破ったら、１週間、携帯電話を没収
ぼっしゅう

されても文句を言いません！ 

以上のことを守ることを誓います！   

 年   月   日 名前【               】 
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□ ＰＴＡ活動について 
  PTA は、生徒の保護者（Parents）と教職員（Teachers）で構成された会で、その名が示す通

り、保護者と教職員が協力し、生活面や教育面において子どもの健やかな成長と学業に取り組める

環境を整える為に活動しています。 

 

□ ＰＴＡ活動の内容について 
本校 PTA は本部役員と委員とで構成され、令和６年度より従来の部会制度を休止し、行事・イ

ベント事に委員が任意で参加・補佐する制度としています。 

役員は隔月で教職員 PTA 担当なども交えた役員会の実施を行っておりますが、部会を行なって

いませんので、グループ連絡アプリなどを使用して連絡を取り合っており、基本的に行事当日以外

の来校などは行なっておりません。（※PTA 規約細則より） 

 

□ ＰＴＡ行事補佐立候補、加入について 

PTA は、持続可能で安定的な組織を目指す為に、負担を極力無くすことを模索し続けています。 

行事補佐のベネフィットとして PTA 指定席を行事ごとに設けています。 

行事補佐の募集に応募いただくと、PTA 役員（会長・副会長数名・書記・会計・会計監査）が行

事ごとに調整をします。学校生活をより身近に感じ、保護者も参加して楽しい PTA 活動の実施に

努力してまいります。 

PTA への加入は義務・強制ではありません。非加入の意思をお示しいただき、参画しない事も可

能です。 
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吹田市の教育 
   

本市においては、「吹田市教育ビジョン」を柱に据え、「生命
い の ち

かがやき ともにつながり 未来
あ す

を拓く吹田の教

育」を教育理念としています。その具現化に向け、義務教育を通して、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな

体」と  ともに新しい時代に求められる資質や能力（言語能力・情報活用能力、問題発見・解決能力等の学

習の基盤となる資質・能力）を含めた総合的人間力を育成します。また、すべての子どもが安心して学べる豊

かな教育環境を創造し、地域との連携を生かした教育活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権教育の推進について 

教育委員会では、「人権教育を推進するための指針」を定め、その中で一人ひとりの自尊感情を育み、多様

な個性・価値観を認め合い、他者を思いやる人権感覚豊かな人間性を培う教育の推進を掲げています。そして、 

自分や人を大切にする生き方を感覚として身につけていくために、学習によって次のような技能（スキル）を   

高めていくことを目標にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市教育ビジョン 

教育理念 

「生命
い の ち

かがやき ともにつながり 未来
あ す

を拓く吹田の教育」 

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 

総合的人間力の形成 社会全体の教育力の向上 豊かな教育環境の創造 

幼児教育から学校教育、生涯学習を 

通し、確かな学力、豊かな心と健やか

な体を育み、主体的に行動し、他者と  

協働しながら未来を切り拓く力を    

育成します。 

スキルアップ  誰もが身につけたい人権感覚 

こんなことできるようになりたいね！ 

・まずは、自分を好きになることから 

・相手の立場に立って考えること 

・自分の思いを相手にきちんと伝えること 

・解決するまでねばり強く取り組むこと 

・自分で決断し責任を持つこと 

・ものごとを公平にみること 

・ちがいを認め合い良い関係をつくること 

ともに学び支えあう社会の実現に   

向け、家庭、学校・園、地域、関係機関

など多様な主体が協働し、社会全体の

教育力の向上に取り組みます。 

安心と安全のもと豊かな空間で学べる

よう学校・園の施設を整備するととも

に、ICT 環境のさらなる充実や子供た

ちの居場所づくりなど、社会状況の変

化に柔軟に対応し、教育の質の向上に

向けた環境整備に取り組みます。 
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学校と家庭を結ぶコミュニケーションサービス

お知らせ 資料配布

アンケート  欠席･遅刻の連絡

学校からのプリントをアプリ
やメールにお届けすることで
お子様の出し忘れによる情報
不達を防止します

学級
通信 日程表 献立表

学校からご家庭へのさまざま
なお知らせをアプリやメール
にお届けすることで迅速な情
報共有を実現します

欠席や遅刻の届けを行うこと
ができ、朝の忙しい時間帯の
連絡や学校の電話がつながり
にくい等の負担を解消します

今まで紙で行っていたアン
ケートをオンラインで実施で
きるようになります

悪天候
休校

緊急
お迎え

不審者
情報

調査 意見 日程
調整

健康状況報告 保護者様から体温などの健康状況を報告する機能です

安否確認 災害時の安否確認に対応しています

多言語対応 日本語が苦手な保護者様にもご利用いただけます

ｾｷｭﾘﾃｨ・BCP対策 安心してご利用いただけるサービスです

サポート 保護者様用のサポート窓口も設けています

ご家庭へのお願い
学校から配られる登録手順書の手順に従ってサービスへの登録をお願いします。

※ 登録手順書には一人ひとり異なるIDが書かれています。登録の際はご自分のお子様の登録手順書であることを
確認の上で登録を行ってください。登録手順書をお友達に借りたり見せたりしないようお願い致します。
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本校は、昭和 44 年（1969 年）、『同和対策事業特別措置法』の制定にともない、 

『同和加配教員』の配置を受け、吹田市内で唯一の『同和教育推進校』として、吹田市 

同和教育基本方針の趣旨にのっとり、「人権・部落問題」・「低学力克服の問題」・「非行 

克服の問題」等、様々な教育問題の解決を図るとともに、人権尊重の教育を学校教育の 

基本に据えて、本校教育の推進・充実に努めてまいりました。 

   その『同和加配教員』の配置の制度は、平成 14 年（2002 年）度末の地対財特法の 

期限切れに伴って廃止されましたが、「児童生徒支援コーディネーター」「少人数指導担 

当」などの加配を得て、全校生徒の学力向上並びに地域全体の教育力の向上のため、 

その効果的・有効的な活用を行っています。 
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